
        

          平成23年8月31日 ＥＬＳＥＳ研究会幹事会承認 

        

 

NPO法人科学技術ソフトウェア研究センターとの関係に関する内規 

                             

ＥＬＳＥＳ 研究会の会費およびＥＬＳＥＳ研究会とNPO法人科学技術ソフトウェア研

究センターとの関係を以下のように定める。 

 

１． ＥＬＳＥＳ研究会の会費または研究会参加費は、NPO法人科学技術ソフトウェア研

究センターが決定するものと同額とする。 

２．本研究会の会員は、本人の希望があれば上記法人の会員となることができる。 

３．上の場合、NPO法人科学技術ソフトウェア研究センターの会費納入をもって、本研究

会の会費または研究会参加費の納入があったと認める。 

以上 

 

 


